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「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」の 

一部改正について 

 

 

障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度の認定については、「障害児福祉手当

及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」（昭和６０年１２月２８日社更第１

６２号厚生省社会局長通知。以下「本通知」という。）により実施されているところで

あるが、今般、眼の認定基準について近年の医学的知見等を踏まえ、別紙のとおり本通

知の一部を改正し、令和４年４月１日から適用することとしたので、通知する。 

ついては、貴管内の市区町村及び関係機関に対して周知をお願いする。 

なお、令和４年４月１日以降においては、本通知により改正された障害児福祉手当認

定診断書及び特別障害者手当認定診断書に基づき障害程度の認定を行う必要があるの

で、その取扱いに遺漏なきようお願いする。 


